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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第81期
第１四半期
累計期間

第82期
第１四半期
累計期間

第81期

会計期間

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　６月30日

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　６月30日

自平成26年
　４月１日
至平成27年
　３月31日

売上高 （千円） 8,296,840 8,378,917 35,213,610

経常利益 （千円） 7,927 24,251 47,786

四半期純利益又は当期純損失(△) （千円） 7,101 23,230 △23,043

持分法を適用した場合の投資利益

又は投資損失(△)
（千円） 3,448 27,247 △347,228

資本金 （千円） 829,100 829,100 829,100

発行済株式総数 （千株） 6,290 6,290 6,290

純資産額 （千円） 2,023,522 2,059,087 2,046,929

総資産額 （千円） 4,505,000 4,614,769 4,461,792

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額(△)
（円） 1.13 3.71 △3.68

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 3.00

自己資本比率 （％） 44.9 44.6 45.9

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第81期第１四半期累計期間及び第82期第

１四半期累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第81期は１株当たり当期純損失

金額であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社（子会社１社、関連会社１社で構成）が営む事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第１四半期累計期間における我国経済は、円安・原油安などによる企業業績の緩やかな回復基調が続き、中国

経済成長率の鈍化やギリシャ財政問題があるものの、株式市場も好調なことから、個人消費マインドの回復や企業

の設備投資の増加が見込まれるなど、景気は堅調に推移いたしました。

水産物流通業界におきましては、消費者の水産物に対する需要が低迷していることから、円安などによる仕入価

格の上昇を販売価格に転嫁しにくくなっており、厳しい経営環境が継続しております。

この様な状況におきまして、当社は本業の拡大のため、横浜地区においては市場統合後も引続き、本場・南部二

拠点で営業活動を行うなど積極的な営業活動により、売上高は8,378百万円（前年同期比1.0％増）と増収になりま

した。

損益につきましては、売上高増加により売上総利益が増加し、営業利益は2百万円（前年同期比84.4％増）と増

益になりました。また損害賠償金の計上などにより営業外収支が改善し、経常利益24百万円（前年同期比205.9％

増）、四半期純利益23百万円（前年同期比227.1％増）と増益になりました。
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(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

上場会社である当社の株券等については、株主をはじめとする投資家による自由な取引が認められていることか

ら、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配するものの在り方は、最終的には株主全体の

意思により決定されるべきものであり、特定の者の大量取得行為に応じて当社株券等を売却するか否かについても、

最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えております。

その一方で、会社の取締役会の賛同を得ずに行う企業買収の中には、（ⅰ）重要な営業用資産を売却処分するなど

企業価値を損なうことが明白であるもの、（ⅱ）買収提案の内容や買収者自身について十分な情報を提供しないも

の、（ⅲ）被買収会社の取締役会が買収提案を検討し代替案を株主に提供するための時間的余裕を与えないもの、

（ⅳ）買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、（ⅴ）当社グループの持続的な企業価値増大のために

必要不可欠なお客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係を破壊するもの、（ⅵ）当社

が永年築いてきた水産物のサプライチェーン、安全・安心な商品サービスの提供など当社グループの本源的価値に鑑

み不十分又は不適当なものなど当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反するものも想定されます。

当社としては、このような大量取得行為を行う者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切

であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ相当な対抗措置（以下「本プラン」と言います。）を講じ

ることが必要と考えております。

 

②基本方針の実現に資する取組

当社では、当社グループの企業価値ひいては株主共同利益を確保し、向上させるための取組として次の施策を実施

しております。

イ． 企業価値向上の取組

当社は昭和22年の創業以来、中央卸売市場における水産物の荷受会社(水産物卸売会社)として、公共性を有する水

産物卸売事業を発展させてまいりました。

当社は顧客の皆様に対して、ローコストで安全・安心な商品を安定的に供給することが当社の企業価値であり、社

会における役割であると判断しております。

当社はこの役割を果たすためには、スケールメリットと効率経営の実現が必須であると考えており、以下の基本戦

略を基に年度計画を作成し、計画達成に向け役職員一体となって行動しております。

（基本戦略）

（ⅰ） 本業の拡大に徹する(選択と集中)

（ⅱ） 安全・安心な商品の集荷販売体制の確立

（ⅲ） 全国の出荷者との連携による顧客対応

（ⅳ） 顧客の要望に応じた商品提案

（ⅴ） 水産資源の有効活用と環境保全

ロ． コーポレート・ガバナンスの強化

当社は、当社グループ全体の継続的な企業価値向上を具現化していくためには、コーポレート・ガバナンスの強化

が必要であると認識しており、重要な戦略を効率的かつ迅速に決定、実行していく業務執行機能と業務執行に対する

監督機能を明確化し、経営における透明性を高めるための各種施策の実現に取り組んでおります。

具体的には、当社は監査役による経営監視機能を重視しておりますので、監査役３名中２名は社外監査役(１名は

東京証券取引所の定める独立役員)とし、監査役は毎月開催される取締役会に出席し経営の監督を行っております。

一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監

督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。

さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。

また、平成27年6月26日開催の定時株主総会において、株主に対する取締役の経営責任を一層明確にするため、取

締役の任期を２年から１年に短縮しております。
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③本プランの内容

イ． 本プラン導入の目的

本プランは、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止

するため、当社グループの企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的を持って導入される

ものです。

ロ． 対抗措置の内容

買付者等が現れ、本プランに定められる手続に基づき、対抗措置を発動すべきとの結論に達した場合は、下記③

ハ.（ⅳ）「対抗措置の具体的内容」に記載された新株予約権(当該買付者等による権利行使は認められないとの行使

条件および当社が買付者等以外の者から当社普通株式と引き換えに新株予約権取得する旨の取得条項の設定等の条件

が付されたもの。以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを発動することとします。

ハ． 本プランの内容

（ⅰ）対抗措置発動の対象となる行為

本プランは（ａ）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付けその他の

取得、又は（ｂ）当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関

係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれら

の提案がなされる場合を適用対象とすることとします。

（ⅱ） 買付説明書の提出

買付者等には、買付内容の検討に必要な情報および本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書

面(買付説明書)の提出を求め、当社は買付説明書を受領後速やかに独立委員会に提出し、その旨を情報開示を行いま

す。

（ⅲ）株主意思確認手続または独立委員会への諮問手続の選択

当社取締役会は、買付者等からの情報・資料等の提出が十分になされたと認めた場合には、所定の取締役会検討期

間を設定し、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら買付内容等を十分に評価・検討等し、対抗措置として本新株

予約権の無償割当ての実施または不実施について、株主意思確認手続を実施するかまたは独立委員会に諮問するか、

等について決議します。

（ａ）株主意思確認手続きの実施を決議した場合

株主意思確認総会等において株主投票を実施する。投票権を行使できる株主は、投票基準日の最終の株主名簿

に記録された株主とし、投票権は、議決権１個につき１個とします。株主意思確認総会等における株主投票は、

当社の通常の株主総会における普通決議に準じて賛否を決するものとし、当社取締役会は決議の結果に従い、本

新株予約権の無償割当ての実施または不実施について速やかに決議を行うものとします。また、当社取締役会

は、株主意思確認手続きを実施する旨の決議を行った場合、当社取締役会が意思確認手続きを実施する旨を決議

した事実およびその理由、株主意思確認手続きの結果の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項につい

て、速やかに情報開示を行います。

（ｂ）独立委員会への諮問を決議した場合

当社取締役会は、株主意思確認手続きによらず本新株予約権の無償割当てを実施すると判断した場合、その合

理性および公正性を担保するために、当社の社外監査役並びに社外の有識者で構成される独立委員会に諮問しま

す。

この場合には、独立委員会は、取締役会から買付者等の買付説明書の提供を受けるのみならず、買付者等に対

して買付等の内容に対する意見、その根拠資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提

示するよう要求することができます。また、独立委員会は、当社グループの企業価値ひいては株主の共同の利益

の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、当該買付者等と協議・交渉等

を行うことができるものとします。

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の評価・検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買

付等により当社の企業価値ひいては株主の共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合、当社取締役

会に対して本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。また、独立委員会は、このような買付等に

該当しない場合は本新株予約権の無償割当てについて株主意思確認手続を実施することを勧告します。

当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重し速やかに決議を行うとともに、情報開示を行います。

（ⅳ）対抗措置の具体的内容

当社は、本プランに基づき大規模買付行為に対する対抗措置として、本新株予約権の無償割当てを実施します。本

新株予約権の無償割当ては、当社取締役会決議において定める割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された

当社以外の株主に対し、１株につき本新株予約権１個の割合で無償で割り当てるものとします。但し、買付者等を含

む非適格者や非居住者による権利行使は、原則として本新株予約権を行使することはできないものとします。
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（ⅴ）本プランの有効期間

本プランは平成27年６月26日開催の当社第81期定時株主総会において承認可決され、その有効期間は、本定時株主

総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとします。

但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

（ⅵ）株主・投資家に与える影響等

本プラン導入後であっても、本新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主に直接具体的な影響が生じ

ることはありません。他方、本新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主が本新株予約権の行使に係る手続き

を行わなければその保有する当社株式が希釈化する場合があります。但し、当社が当社株式と引き換えに本新株予約

権の取得を行った場合は、非適格者以外の株主の保有する株式の希釈化は生じません。

④本プランに対する当社取締役会の判断およびその理由

当社取締役会は、本プランが基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を損なうもの

ではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えています。

イ．買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しているとともに、企業価値研究会が平成20年６月30日に

公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとします。

ロ．株主意思を重視するものであること

本プランは、株主の意思を反映させるため、平成27年６月26日開催の第81期定時株主総会において議案として付議

し、承認可決されました。

なお、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨

の承認がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長には当社株

主の意思が反映されることとなっております。

ハ．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入にあたり、本プランの発動等に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主のため

に実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しました。独立委員会は、社外監査役、社外有識者か

ら構成されるものとしています。また、独立委員会の判断の概要については、株主に情報開示することとされてお

り、運用において透明性をもって行われます。

ニ．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、株主総会で選任された取締役により構成される取締役会の決議により廃止することができるものとし

て設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できな

い買収防衛策）ではありません。また、当社は、平成27年６月26日開催の第81期定時株主総会において取締役の任期

を1年に短縮しておりますので、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うこと

ができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

(3）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,840,000

計 14,840,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成27年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年８月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 6,290,000 6,290,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数 100株

計 6,290,000 6,290,000 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年４月１日～
平成27年６月30日

－ 6,290,000 － 829,100 － 648,925

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成27年6月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 32,100 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式 6,253,000 62,530 －

単元未満株式  普通株式 4,900 － －

発行済株式総数      6,290,000 － －

総株主の議決権 － 62,530 －

 

②【自己株式等】

平成27年6月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

横浜魚類株式会社
横浜市神奈川区山内

町１番地
32,100 － 32,100 0.51

計 － 32,100 － 32,100 0.51

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成27年４月１日から平成27

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期財務諸表

について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　　1.22％

売上高基準　　　　　1.22％

利益基準　　　　　△0.74％

利益剰余金基準　　△0.04％
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 455,900 234,505

受取手形及び売掛金 2,081,822 2,048,122

商品 802,181 1,163,706

前払費用 4,488 7,469

その他 14,714 29,529

貸倒引当金 △92,802 △95,962

流動資産合計 3,266,305 3,387,371

固定資産   

有形固定資産 501,346 510,769

無形固定資産 0 0

投資その他の資産   

投資有価証券 434,997 465,913

関係会社株式 20,325 20,325

破産更生債権等 766,656 760,211

その他 86,007 76,803

貸倒引当金 △613,846 △606,625

投資その他の資産合計 694,140 716,628

固定資産合計 1,195,487 1,227,398

資産合計 4,461,792 4,614,769
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,234,653 1,415,189

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,790 1,790

未払法人税等 7,027 3,161

賞与引当金 12,674 20,924

その他 242,311 254,688

流動負債合計 1,698,457 1,895,754

固定負債   

長期借入金 1,785 1,785

退職給付引当金 490,048 439,355

役員退職慰労引当金 8,250 8,250

長期預り保証金 169,029 160,029

繰延税金負債 47,293 50,508

固定負債合計 716,405 659,927

負債合計 2,414,863 2,555,682

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,100 829,100

資本剰余金 648,925 648,925

利益剰余金 410,395 414,851

自己株式 △12,417 △12,417

株主資本合計 1,876,002 1,880,459

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 170,927 178,628

評価・換算差額等合計 170,927 178,628

純資産合計 2,046,929 2,059,087

負債純資産合計 4,461,792 4,614,769
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 8,296,840 8,378,917

売上原価 7,852,899 7,934,069

売上総利益 443,941 444,848

販売費及び一般管理費 442,684 442,530

営業利益 1,256 2,318

営業外収益   

受取利息 340 383

受取配当金 5,291 3,095

受取賃貸料 10,200 14,285

損害賠償金 - 17,479

雑収入 259 648

営業外収益合計 16,091 35,891

営業外費用   

支払利息 389 974

賃貸費用 9,030 12,983

雑損失 0 0

営業外費用合計 9,420 13,958

経常利益 7,927 24,251

特別損失   

固定資産除却損 - 195

特別損失合計 - 195

税引前四半期純利益 7,927 24,056

法人税、住民税及び事業税 826 826

法人税等合計 826 826

四半期純利益 7,101 23,230
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に

係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

減価償却費 7,652千円 7,716千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 18,773 3.0  平成26年３月31日  平成26年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 18,773 3.0  平成27年３月31日  平成27年６月29日 利益剰余金

 

（持分法損益等）

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成27年６月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 13,325 13,325

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 14,000 41,215

 

 
前第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 3,448 27,247
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成27年

４月１日　至平成27年６月30日）

当社は、水産物卸売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1円13銭 3円71銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 7,101 23,230

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 7,101 23,230

普通株式の期中平均株式数（株） 6,257,837 6,257,837

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月11日

横浜魚類株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堀越　喜臣　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 滑川　雅臣　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている横浜魚類株式会

社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第82期事業年度の第１四半期会計期間（平成27年４月１日から平成27

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、横浜魚類株式会社の平成27年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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